
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  ビットコインに係る消費税の取扱い             

Ｑ：ビットコインに係る消費税の取扱いが

変わるそうですが、どのようになるのです

か？                                           

                                              

Ａ：非課税取引になります。 

【解説】 

最近、ビットコイン取引が人気のようです。 

現行の消費税では、現金・小切手などの支

払手段や商品券、プリペイドカードなどの物

品切手等の譲渡などは非課税とされています

が、ビットコインはこれらのいずれにも該当

しないことから、消費税が課せられています。 

しかしながら、改正資金決済法（2017年４

月に施行予定）において仮想通貨が「支払手

段」と定義づけられたことから、ビットコイ

ンを非課税とすることになりました。 

この改正は、平成29年７月１日以後に国内

において事業者が行う資産の譲渡等及び課税

仕入れについて適用されますが、適用前の駆

込み取得での仕入税額控除の利用を防ぐため、

仕入税額控除の利用が制限されることとなっ

ています。 

具体的には、平成29年６月30日に100万円

（税抜き）以上の仮想通貨を保有していた者

について、同年６月１日から６月30日までの

間の平均保有数量が増加したときは、その増

加した部分の課税仕入れに係る消費税につい

て、仕入税額控除制度の適用を認めないとし

ています。 
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